
Derwent Innovation 法的状況の表示ルールや、推定有効期限の計算方法がアップデ

ートされました。 

このアップデートにより、より正確な情報をご提供できるので、各権利の状況確認がわかりや

すくなりました。 

 

 

  

１．推定有効期限が最先有効出願日から 30 年を超える場合、 [主要データ] の有

効期限に “不審”フラグを表示するようになりました。 

注 -ブラジルの出願には適用されません。 

 

 

 



２．取り下げイベントがあると、特許状況を“無効”に変更すようになりました。 

[主要データ] の [詳細を表示] に取り下げ情報を表示します。  

 
 

 

３．無効要因となる法的状況イベントが発生した場合、公報の日付の代わりに利用可能

な発行日を使用して推定有効期限を計算するようになりました。 

注 -発行日が利用できない場合は、公報の日付を使用します。 

 
４．米国出願の登録レコードにもターミナルディスクレーマーの情報が表示されるようになりま

した。  

無効要因となる

イベント

発行日から推定有効期限

を計算

発行日



 
 

５．登録がないまま出願から 10 年を超えて公開された場合でも、公開されたすべての 

EP 出願は、法的状況を“有効”と表示するようになりました。 

 
 

６．EP 出願では、終了を示すような以下の法的状況イベントは、法的状況を“無効”とし

て表示するようになりました。 

• 放棄 

• 取り下げ 



• 拒絶査定 

• 撤回 

• 権利満了 

• 無効 

撤回できないほどの期間徒過  

 
 

７．韓国の法的状況イベントコード E601（出願拒絶の決定）は、補正により期限変

更ができるので、法的状況を“有効” と表示するようになりました。  

 

 

８．審査期間が 10 年を超えて登録になったブラジル (BR) の特許出願は、 

推定有効期限を出願から 20 年ではなく、登録日（公報発行日）から 10 年で計算

するようになりました。 



 

 

９．下記の国の実用新案の推定有効期限は、各特許発行機関固有の計算を使用する

ようになりました。 

• オーストラリア 

• ブラジル 

• フランス 

• 香港 

• アイルランド 

• フィリピン 

 

 

Derwent Innovation は、機能強化に注力し、今後もさまざまな開発、リリースをしてい

きます。ご期待ください。 
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